
2004年出土の木簡

で
き
た
。
大
安
を
六
曜
に
基
づ
く
も
の
と
す
れ
ば
明
治
四
二
年
八
月
二
〇
日
と

な
る
。
「大
安
臨
急
」
は
、
「大
安
」
を
六
曜
に
基
づ
く
も
の
、
「鴫
急
」
を

「急
急
如
律
令
」
と
同

一
の
も
の
と
考
え
る
と
、
す
み
や
か
に
大
安
に
な
れ
と

い
う
念
願
成
就
の
意
味
に
捉
え
得
る
。
遺
構
の
状
況
な
ど
か
ら
現
地
に
お
い
て

何
ら
か
の
儀
式
が
執
り
行
な
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
中
段
の
四
行
は
そ
の

儀
式
を
執
行
し
た
吉
日
時
を
指
し
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
下
段
の

「
二
大

甲
」
に
つ
い
て
は
、
同

一
文
字
で
は
な
い
が
醍
醐
寺
の

「修
験
最
勝
恵
印
三
味

耶
法
玄
深
口
決
」
翁
修
験
聖
血
豊
第
二
篇
）
に

「
二
大
合
」
の
文
字
が
列
記
さ
れ

た
修
法
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
九
字
法
の
印
法
を
示
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
こ

れ
を
同

一
の
も
の
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
木
簡
で
は
四
回
列
記
さ
れ
て
お
り
、

印
を
四
回
結
ん
だ
行
為
を
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ま
で
考
古
学
的
な

類
例
は
管
見
の
限
り
な
く
、
今
後
と
も
課
題
に
挙
げ
考
究
し
て
い
き
た
い
。

な
お
、
木
簡
の
釈
読
に
あ
た
っ
て
は
奈
良
文
化
財
研
究
所
の
綾
村
宏

・
吉
川

聡

・
渡
辺
晃
宏

・
馬
場
基

・
山
本
崇
の
各
氏
と
宇
治
市
歴
史
資
料
館
の
坂
本
博

司
氏
、
木
簡
い
の
解
釈
に
つ
い
て
は
天
理
大
学
の
飯
島
吉
晴
氏
、
ま
た
出
土
遺

物
の
年
代
観
に
つ
い
て
は
大
手
前
大
学
の
中
井
淳
史
氏
と
立
命
館
大
学
の
山
中

信
人
氏
に
そ
れ
ぞ
れ
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
写
真
は
奈
良
文
化
財
研
究
所
の

中
村

一
郎
氏
の
撮
影
に
よ
る
。

（浜
中
邦
弘
・
大
原
　
瞳

・
表
原
克
代
）

う

ち

さ
と

は

っ
ち

ょ
う

京
都
。内
里
八
丁
遺
跡

１
　
所
在
地
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人
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市
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２
　
調
査
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間
　
　
第
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調
査
　
一
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年
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１５
）
四
月
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二
〇
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四
年
二
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
⑫
京
都
府
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー

４
　
調
査
担
当
者
　
引
原
茂
治

・
増
田
孝
彦

・
高
野
陽
子

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
弥
生
時
代
―
中
世

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

内
里
八
丁
遺
跡
は
、
木
津
川
西
岸
の
自
然
堤
防
上
に
位
置
す
る
、
広
範
囲
に

わ
た
る
集
落
遺
跡
で
あ
る
。
こ

れ
ま
で
第
二
京
阪
道
建
設
や
府

道
新
設
工
事
に
伴

っ
て
調
査
が

行
な
わ
れ
、
弥
生
時
代
か
ら
中

世
に
か
け
て
の
複
合
遺
跡
で
あ

部
　
　
＞」
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

雨

ま
た
、
奈
良
時
代
の
古
山
陰
道

朝　
の側
溝
と
考
え
ら
れ
る溝
な
ど

ぐ

も
検
出
さ
れ
て
い
る
。



今
回
報
告
す
る
の
は
、
井
戸
Ｓ
Ｅ

一
一
七
の
井
戸
枠
墨
書
で
あ
る
。
Ｓ
Ｅ

一

一
七
は
掘
形
が
ほ
ぼ

一
辺
五

・
八
ｍ
の
方
形
を
呈
す
る
。
掘
形
検
出
面
か
ら
約

一
。
二
ｍ
下
で
井
戸
粋
を
検
出
し
た
。
井
戸
枠
は
井
籠
組
の
枠
内
に
円
形
に
縦

板
を
組
む
も
の
で
、
内
法
約

一
・
二
ｍ
を
測
る
。
既
に
地
中
に
埋
ま
っ
て
い
た

巨
木
を
若
干
加
工
し
て
基
礎
と
し
、
井
戸
枠
を
組
み
上
げ
て
い
る
。
井
戸
枠
は
、

板
材
を
七
段
積
み
上
げ
て
い
る
が
、
下
部
五
段
は
、
長
さ
約
二
ｍ
の
角
材
に
近

い
材
を
用
い
る
。
こ
の
井
戸
枠
材
は
、
九
太
を
手
斧
で
粗
く
角
柱
状
に
面
取
り

し
て
半
裁
し
、
半
裁
面
を
内
側
に
し
て
使
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
ほ
ぞ
穴
が
残

る
材
も
あ
り
、
建
築
部
材
を
転
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
樹
種
同
定
の
結

果
、
井
籠
組
井
戸
枠
材
で
は
ヒ
ノ
キ
が
多
く
、
円
形
縦
板
組
井
戸
枠
材
は
ス
ギ

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
使
用
木
材
の
違
い
は
、
あ
る
い
は
時
期
差
を
示
す
も

の
か
も
し
れ
な
い
。
井
籠
組
井
戸
枠
内
に
円
形
井
戸
枠
を
設
け
る
井
戸
と
し
て

は
、
平
安
京
跡
右
京

一
条
三
坊
十
町

（現
京
都
府
立
山
城
高
校
）
に
同
様
の
調
査

事
例
が
あ
る
。

墨
書
は
こ
の
井
籠
組
井
戸
枠
の
下
部
五
段
分
の
材
の
う
ち

一
三
点
に
認
め
ら

れ
た
。
上
部
二
段
の
板
材
は
風
化
が
進
ん
で
お
り
、
墨
書
は
確
認
で
き
な
か
っ

た
。
ま
た
、
円
形
縦
板
紅
井
戸
枠
材
に
も
墨
書
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
な
お
、

井
戸
枠
内
底
部
に
は
余
大
の
円
礫
が
敷
か
れ
て
お
り
、
内
部
か
ら
は
墨
書
土
器

や
銅
製
黒
漆
塗
蛇
尾
、
承
和
昌
宝

（人
三
五
年
初
鋳
）
な
ど
が
出
土
し
た
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
井
戸
Ｓ
Ｅ

一
一
七
は
、
九
世
紀
前
半
頃
ま
で
は
使
用
さ
れ
て
い

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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簡
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文
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2004年出上の木簡

墨
書
は
東
西
南
北
の
方
位
と
数
字
の
組
み
合
わ
せ
で
、
井
戸
下
部
か
ら
上
部

に
向
か
っ
て

「
一
」
か
ら
順
に
番
号
を
付
し
て
い
る
。
井
戸
枠
の
位
置
と
組
み

立
て
順
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
略
測
図
の
右
側
に
墨
書
部
分
の
拡
大

図
を
示
し
た
。
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